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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成20年3月13日(2008.3.13)

【公開番号】特開2001-310395(P2001-310395A)
【公開日】平成13年11月6日(2001.11.6)
【出願番号】特願2001-107090(P2001-107090)
【国際特許分類】
   Ｂ２９Ｄ  30/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２９Ｄ  30/24    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月24日(2008.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　タレット支持ハウジング（１２）と、前記タレット支持ハウジング（
１２）上に回転可能に搭載されたタレットフレーム（２２）と、前記タレットフレームの
片側で前記タレットフレーム（２２）上に回転可能に搭載された第１のドラム（３６）と
、前記タレットフレーム（２２）の他方の側で前記タレットフレーム（２２）上に回転可
能に搭載された第２のドラム（３８）と、を備えたタイヤ成形装置において、
　前記タレットフレーム（２２）を前記タレット支持ハウジング（１２）から直接回転駆
動して、前記第１のドラム（３６）および前記第２のドラム（３８）をタイヤ部品を取り
付けるための所定の位置に位置決めするために、前記タレット支持ハウジング（１２）上
に搭載されて、前記タレットフレーム（２２）と直接駆動係合をする動力駆動手段を有す
ることを特徴とするタイヤ成形装置。
　　【請求項２】　前記動力駆動手段はピニオン駆動歯車（２４）を備え、前記タレット
フレーム（２２）は該ピニオン駆動歯車（２４）と係合する歯車ラック（２６）を有する
ことを特徴とする、請求項１に記載のタイヤ成形装置。
　　【請求項３】　タレット支持軸（２０）上に搭載されて回転可能なタレットフレーム
（２２）を備え、該タレットフレーム（２２）は、間隔をおいて配置された第１および第
２のベアリング（４４、４６）に支持された第１の駆動軸（４２）に取り付けられて回転
可能な第１のドラム（３６）と、第２の駆動軸（５４）に取り付けられて回転可能な第２
のドラム（３８）と、を有し、該第２の駆動軸（５４）は、第３および第４のベアリング
（５６、５８）上で回転可能に、タレット支持ハウジング（１２）に支持されたタイヤ成
形装置において、
　間隔をおいて配置された前記第１のベアリング（４４）は前記第１のドラム（３６）に
隣接する固定ベアリングであり、前記第２のベアリング（４６）は前記第１のベアリング
（４４）から間隔をおいて配置され、前記第１の駆動軸（４２）の伸びを許しながら前記
第１のドラム（３６）の実質的に固定した軸方向位置を維持するように移動することがで
き、前記第３のベアリング（５６）は前記第２のドラム（３８）に隣接する固定ベアリン
グであり、前記第４のベアリング（５８）は前記第３のベアリング（５６）から間隔をお
いて配置され、前記第２の駆動軸（５４）の伸びを許しながら前記第２のドラム（３８）
の実質的に固定した軸方向位置を維持するように軸方向に移動できることを特徴とするタ
イヤ成形装置。
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